
 

 

議案第１００号 

 

   狭山市協働によるまちづくり条例 

 

 

条例別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１１月２８日提出 

 

狭山市長 小谷野  剛 

 

 

 

提案理由 

 市民及び市が連携して、まちづくりに取り組むことにより、心豊かで活力に満ちた

地域社会を実現させるため、条例を制定したいので、この案を提出するものである。 



 

 

   狭山市協働によるまちづくり条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第５条） 

 第２章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策（第６条） 

 第３章 狭山市協働推進協議会（第７条―第１０条） 

 第４章 雑則（第１１条） 

 附則 

 狭山市は、武蔵野の緑や入間川の豊かな自然の中で、多くの先人たちの英知と不断

の努力によって歴史や文化が育まれるとともに、首都近郊の住宅都市として、また工

業都市として発展してきました。 

 こうした中で、狭山市を取り巻く状況は大きく変化してきていますが、私たちのま

ち狭山を誰もが住みたい、そして住み続けたいと思う魅力あふれるまちとして、次の

世代へ引き継いでいくためには、狭山市への愛着と誇りを育み、市民及び市が連携し

てまちづくりに取り組む必要があります。 

 そこで、「自分たちのまちは、自分たちでつくる」を合言葉に、市民及び市が力を

合わせて魅力あふれるまちづくりを進めていくため、この条例を制定します。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、協働によるまちづくりの推進に関し基本的な事項を定めること

により、市民及び市が連携してまちづくりに取り組み、もって心豊かで活力に満ち

た地域社会を実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者並びに市内で事業を営み、又は

活動する個人及び法人その他の団体をいう。 

（２）協働 市民及び市が、目的を共有し、それぞれの役割を認め合いながら連携す

ることをいう。 

（３）まちづくり 市民及び市が地域の課題を解決し、心豊かで活力に満ちた地域社

会を実現するための活動をいう。 

 （基本原則） 
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第３条 市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、協働によるまちづくりを

推進するものとする。 

（１）市民及び市が対話をし、地域の課題について共通の認識を持つこと。 

（２）まちづくりに取り組む目的は、明確かつ公益性にかなうものであること。 

（３）地域への愛着と誇りの醸成を図ること。 

（４）市民及び市のパートナーシップの構築を図ること。 

 （市民の役割） 

第４条 市民は、自らがまちづくりの主役であることを認識し、自らの持つ知識、技

能等をまちづくりに生かすよう努めるものとする。 

２ 市民は、地域の課題に関心を持ち、自らできることを考え、積極的に協働による

まちづくりに参画するものとする。 

 （市の役割） 

第５条 市は、協働によるまちづくりを推進するに当たり、市民の自主性を尊重する

とともに、公益性の確保に十分配慮するものとする。 

２ 市は、協働によるまちづくりを推進するために必要な施策を実施するものとする。 

   第２章 協働によるまちづくりの推進に関する基本的施策 

第６条 市は、協働によるまちづくりの推進に関し、次に掲げる基本的施策を実施す

るものとする。 

（１）協働に関する理解を深める機会を提供すること。 

（２）協働によるまちづくりに関する情報を提供すること。 

（３）協働によるまちづくりを担う人材を育成する機会を提供すること。 

（４）協働によるまちづくりを推進するために必要な仕組みを整備すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか、協働によるまちづくりを推進するために必要な施

策を実施すること。 

   第３章 狭山市協働推進協議会 

 （設置） 

第７条 市は、協働によるまちづくりを推進するため、狭山市協働推進協議会（以下

「協議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第８条 協議会は、市長の諮問に応じ、基本的施策に関する事項その他協働によるま

ちづくりの推進に関する事項について協議する。 

 （組織） 



 

 

第９条 協議会は、委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）市民を代表する者 

（２）知識経験を有する者 

（３）公募により選出された者 

 （任期） 

第１０条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

  別表自治協力員の項の次に次のように加える。 

協働推進協議会委員      日額 7,200             

 


